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募集要項 

 
 

   
 

 

 

 
 

【申請書類の受付期間】 

令和８年 4 月 20 日 (月) から 5 月 22 日（金）まで 

＜オンライン申請、持参又は郵送＞ 

申請書など申請に必要な様式は、市ウェブサイトからダウンロードできます。 

URL https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/121/105126.html 

【書類提出先・お問合せ先】 

〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23-7 

 郡山市 農商工部 産業創出課 チャレンジ新製品認定事業担当 

TEL: 024-924-2271 FAX: 024-925-4225 
Email: sangyousousyutu@city.koriyama.lg.jp 
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市内中小企業等が開発する幅広い分野の新製品等の販路開拓や普及拡大を支援するた

め、新規性や独自性を有する新製品等を開発・提供する市内中小企業等を、新たな事業分

野の開拓を図る者として市が認定するとともに、その新製品等の一部を市が試験的に購入

して評価する事業です。 

※本募集要項中の「新製品等」とは、新製品及び新しい役務を指します。 

※本募集要項中の「購入」とは、物品の購入及び役務の提供を受けることを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定のメリット】 

⚫ 認定された新製品等は、市ウェブサイトへの掲載、プレスリリース等により広くＰ

Ｒします。 

⚫ 認定された新製品等は、認定期間中、市が競争入札によらない随意契約で購入・借

入することができます。（チャレンジ新製品認定） 

⚫ 認定製品等の一部を市が試験的に購入し、評価します。（庁内部局より購入希望が

あった場合） 

⚫ 認定された新製品等を「郡山市チャレンジ新製品認定制度ロゴマーク（※）」を活

用してＰＲすることで、新製品等の販路開拓に繋げることができます。 

 

 

 

1. 事業概要 

※郡山市チャレンジ新製品 

認定制度ロゴマーク 
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 ※１ 認定した新製品等の品質等を市が保証するものではありません。また、その購入・

借入を約束するものではありません。 

 ※２ 市が随意契約できるのは、郡山市チャレンジ新製品認定事業の認定事業者として

認定された事業者のみです。同一の新製品等を取り扱っている場合でも、販売代理

店等とは随意契約できません。 

 

 

  認定期間は、認定を通知した日から 3 年を経過した日の属する年度末までです。 

  （令和８年度は、認定を通知した日から令和 12 年 3 月 31 日まで） 

 

 

（１） 認定対象者 

以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。 

① 郡山市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法第２条第１項各号に掲げ

る者及び同条第５項に規定する小規模企業者 

② 郡山市税（個人市民税、法人市民税、固定資産税（都市計画税含む。）、軽自動車

税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税）に滞納がない事業者 

③ 中小企業者等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例第２条に規定する暴力

団、暴力団員及び暴力団員等に該当していない方 

（２）認定対象製品等 

本制度の対象製品等は、申請時において販売を開始してから 5 年以内の製品及び役

務です。 

※以下の製品等は対象となりません。 

 ・食品衛生法で規定する食品 

 ・医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類する

もの 

 ・肌に塗布するもの 

 

  【留意事項】 

    過去に申請した同一製品等については、再申請を行うことができません。ただし、

当該製品等に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上し

た場合は、申請することができます。 

 

 

（１）認定基準 

2. 認定期間 

3. 認定対象及び認定対象製品等 

4. 認定基準及び審査方法等 
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本制度の認定を受けるためには、次の①～④をすべて満たす新製品等であることが

要件です。 

① 既存の製品及び役務とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること。 

② 市場性が見込まれる製品又は役務であること。 

③ 生産及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであ

ること。 

④ 技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は市民生活の利便性の増進に寄与す

るものであること。 

（２）審査方法 

  外部有識者等で構成する審査委員会でプレゼンテーションをしていただき、認定基

準を満たしているか判定します。 

 （３）審査結果及び認定 

   ・審査結果は書面にてお知らせします。審査の途中経過や審査結果に関するお問合

せには応じかねますので、予めご了承ください。 

   ・認定された場合、認定事業者の名称・所在地・連絡先・認定製品等の名称・内容を

市ウェブサイトや認定製品カタログ等で公表します。 

 

 

 ※日程は状況により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 

 ① 申請書類の作成・提出（オンライン申請、持参又は郵送） 

   【受付期間：令和８年 4 月 20 日（月）～5 月 22 日（金）当日消印有効】 

    ・申請書の項目をすべて記載し、添付書類と併せて提出してください。 

  

 ② 審査会での審査 

   【審査会：令和８年６月 29 日（月）又は６月 30 日（火）を予定】 

    ・外部有識者等で構成する審査委員会で、新製品等の新規性・独創性・優位性・社会

的有用性・市場性等を中心にプレゼンテーションをしていただき、質疑を行いま

す。 

 

 ③ 認定事業者の決定 

   【令和８年７月下旬を予定】 

    ・審査会の審査結果を踏まえ、市長が認定します。 

    ・審査結果は書面にてお知らせします。審査の途中経過や審査結果に関するお問合

せには応じかねますので、予めご了承ください 

    ・認定された場合、認定事業者の名称・所在地・連絡先・認定製品等の名称・内容を

5. スケジュール 
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市ウェブサイトや認定製品カタログ等で公表します。 

 

 ④ 庁内部局への購入希望の照会 

   【令和８年８月上旬】 

    ・認定製品等について、市の各部局へ購入希望を照会します。 

 

 ⑤ 認定証授与式 

   【令和８年８月下旬～９月上旬を予定】 

    ・郡山市長から直接、認定証を授与いたします。 

 

 ⑥ 郡山市によるＰＲ 

   【令和８年 11 月頃～】 

    ・認定製品等について、カタログを作成し、広報・販路拡大を支援します。 

 

⑦ トライアル発注（庁内部局より購入希望があった場合） 

   【原則、令和９年 4 月～】 

    ・認定製品等の一部を市が試験的に導入します。 

   

 

 ⑧ 導入製品等の評価 

   【原則、令和 10 年 3 月頃予定】 

    ・郡山市が導入した一部の認定製品等について、導入した所属が有用性等の観点か

ら評価し、評価結果を公表します。 

 

 

⚫ 本制度による認定を日常の営業活動に活用することができます。（本制度は新製品

等の市場への普及拡大が目的であり、市による新製品等の購入・借入が目的ではあ

りません。） 

⚫ 本制度による認定製品等の一部について、市が試験的に購入します。なお、購入で

きるのはあくまでも認定製品等の一部であり、すべての認定製品等を購入できるも

のではありません。 

⚫ チャレンジ新製品事業で購入した認定製品等については、一定期間後、使用所属が

有用性の観点から評価し、認定事業者の同意を得たうえで、市ウェブサイトに公表

します。 

6. 認定後の流れ 
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申請に必要な書類は下表のとおりです。 

  申請書等の必要な様式は、以下市ウェブサイトよりダウンロードできます。 

  https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/121/105126.html 

  また、右の二次元コードからもアクセスできます。 

 

No. 必要書類 提出部数 

１ チャレンジ新製品認定申請書（第１号様式） 

１部 

２ 実施計画書（第２号様式） 

３ 
登記事項証明書（個人事業主にあっては、住民票及び開業・廃業等届出書

の写し） 

４ 直近２営業期間の決算書類、貸借対照表及び損益計算書 

５ 会社概要又は事業の内容が確認できるもの 

６ 納税証明書等滞納の事実がないことが確認できるもの（同意書兼誓約書） 

７ 新製品等の詳細が確認できる資料（パンフレット、写真、図面等） 

８ 

その他（該当有の場合） 

・特許等の取得を証明する資料（特許証の写し等） 

・製品等について遵守すべき法令への対応状況が分かる資料（許認可の写

し等） 

９ 申請書類チェックシート 

※ 必要に応じて、郡山市から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

※ 写しを取ることがありますので、ステープル留めやファイリングは避けて下さい。 

※ 提出された申請書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

※ 申請書類の作成及び提出等、応募に係る一切の経費は、申請者の負担となります。 

 

 

⚫ 募集期間 

令和８年 4 月 20 日（月） から 5 月 22 日（金）まで（当日消印有効） 

⚫ 提出方法 

申請書に必要事項を記載の上、オンライン申請、持参又は郵送にてお申込み下さい。 

7. 申請書類等 

8. 申請書類等の提出 

【二次元コード】 

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/121/105126.html
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【郡山市オンライン申請サービスによる申し込み】 

 以下からオンライン申請によりお申し込みください。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/5e9c0a9a-2381-

496b-a475-0ed88293904a/start 

※「郡山市オンライン申請サービス」ホーム画面→「申請できる手続き一覧 事業者向け手続

き」→「郡山市チャレンジ新製品認定製品募集」からお申込みください。 

【書類提出先】 

郡山市 農商工部 産業創出課 チャレンジ新製品認定事業担当 

〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23-7 

TEL: 024-924-2271  FAX: 024-925-4225 

 

 

 

⚫ 本制度による認定は、認定製品の品質等を郡山市が保証するものではありません。 

⚫ 本制度による認定は、認定製品を郡山市が購入・借入することを約束するものでは

ありません。 

⚫ 申請書類に含まれる個人情報は、本制度に関してのみ使用します。 

⚫ 申請書類に含まれる著作物等の著作権は郡山市に帰属しませんが、公表その他本制

度に必要な用途に用いる場合には、郡山市はこれを無償で使用できることとしま

す。 

⚫ 審査の途中経過及び審査結果に関するお問合せには一切応じかねますので、予めご

了承ください。 

⚫ 郡山市及び審査委員会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生

じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いませ

ん。 

⚫ 認定を受けた後、申請書類に記載された実施計画を変更しようとするときは、事前

に郡山市の承認が必要です。 

 

 

⚫ 特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産に関する責任、品質や安全性等に関

する責任は、本制度において認定した事業者が負うものとします。また、特許権等

の侵害等重大な障害があることが判明した場合には、認定を取り消すことがありま

す。 

⚫ 自社又は販売代理店等の関連企業が、投資の勧誘等、認定製品の販売促進以外の目

的で本認定を使用した場合、認定を取り消すことがあります。 

⚫ その他、郡山市チャレンジ新製品認定実施要綱第 13 条に掲げる事項のいずれかに該

当すると認める場合、認定を取り消すことがあります。 

10. 認定の取消し 

9. 留意事項 

【二次元コード】 

https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/5e9c0a9a-2381-496b-a475-0ed88293904a/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/5e9c0a9a-2381-496b-a475-0ed88293904a/start

